
 
※３歳以上 

子どもたちの健康のために 

 保健室から 

保健室は、お子さまが元気で楽しい学校生活を送れるようにお手伝いするところです。健康診断

や身体測定をしたり、けがや病気をしたりしたときの応急手当などをしています。また、困ったこ

と心配なことがあったときに相談できる場所でもあります。 

健康診断 

学校保健安全法に基づいて４月から６月にかけて行われます。主な目的は次の３点です。 

①からだがどれだけ大きくなっているかを知るため 

②隠れている病気を見つけ、なるべく早く治すため 

③健康の大切さを知って、自分のからだを見つめ直すため 

学校で行われる健康診断は「ふるいわけ検査（スクリーニング検査）」と呼ばれるもので、学校

生活を送るに当たり支障があるかどうかについて検査し、異常や医療の必要性の有無を判断するも

のです。病院で実施するものではありませんので、専門的な診断等は行いません。 

※健康診断には、ご家庭における健康観察の情報が重要です。多くの問診票や書類などを持

ち帰りますが、記入もれのないようにして、期日までに提出してください。 

※検査の日程・注意事項などは毎月の「保健だより」などをご覧ください。 

※学校保健安全法施行規則の一部改正に伴い、変更することもあります。 

☆ 入学までに、むし歯など治療が必要とわかっているものについては治しておいてください。 

健康診断の実施項目及び該当学年    

（●…全員 △…一部該当者 □…希望者のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

その他 

学 年  

項 目 

保
育
園 

幼
稚
園 

小 学 校 

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 

身 体 計 測                       ● ● ● ● ● ● ● ● 

視 力 検 査                       ● ● ● ● ● ● ● ● 

聴 力 検 査                        ● ● ● ●  ●  

内 科                       ● ● ● ● ● ● ● ● 

眼 科                        ● ● △ △ △ △ △ 

耳 鼻 咽 喉 科                        ● ● △ △ △ △ △ 

歯 科                       ● ● ● ● ● ● ● ● 

結核検診（問診及び診察）   ● ● ● ● ● ● 

尿 検 査 
１次 ● ● ● ● ● ● ● ● 

２次 △ △ △ △ △ △ △ △ 

心 臓 検 診 

１次   ●      

２次   △ △ △ △ △ △ 

３次   △ △ △ △ △ △ 

脊柱側わ ん 検診 
１次   △ △ △ △ ● △ 

２次   △ △ △ △ △ △ 

色 覚 検 査   □      

※ 



 二測定（身長、体重）     … ９月、１月 全学年 

 子どもの生活習慣病予防検診 … ５学年希望者 

 

検診のお知らせ 

 

 

 

 

健康診断で病気の疑いが見受けられた場合は、 

「検診結果のお知らせ」「受診勧告書」などでその 

つど連絡します。それをもってできるだけ早く医療 

機関を受診してください。 

受診後は、病院からもらう報告書を学校に提出 

  してください。 

 

 

 

 

わたしのけんこう 

1 学期に行う健康診断や身体測定の結果は、学期の終わりに用紙に印刷して、お渡しいたします。（左） 

２学期以降は、身体測定の結果のみを印刷した用紙をお渡しいたします。（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



けがや病気のときは？ 

学校では安全管理に特段の配慮をはかっていますが、お子さまが不慮の事故等でけがをした場合、

けがの大きさにより医師による治療を受けることがあります。 

医療機関の受診の前に保護者（安全カードに記載の連絡先）の方へ連絡をしますので、安全カー

ドには必ず連絡の取れる電話番号をご記入ください。携帯番号や勤務先などの変更があった場合は、

速やかにお知らせください。 

受診にあたっては保護者の方の同行が必要です。（別紙参照）学校から病院受診の連絡があった

場合、お子さまの不安を軽減するためにも、速やかに病院へお越しください。 

お子さまには、学校管理下でけがをしたときに、すぐに担任またはけがをした時間の担当の教職

員に申し出るようご指導ください。また、学校でのけがでおうちから医療機関を受診することがあ

った場合は、翌日担任までお知らせください。災害制度の手続きについて後日お知らせします。 

  けがをしたとき 

学校で起きたけがについては … 保健室で応急手当を行い、 

①その後の経過観察をします。（状態により学校または家庭で） 

②医療機関の受診を要するものは、速やかに保護者に連絡をとったうえで受診しますが、そ 

の際は保護者の同行をお願いします。 

※保健室ではその日学校で起きたけがに対する応急手当はしますが、治療を目的としている場

ではありませんので、その後の治療はご家庭でお願いします。 

  病気になったとき 

身体や生活の様子、教室での様子などから症状の程度および要因を判断し、 

①教室での授業が可能であると認められる場合は、教室に帰し担任が経過観察をします。 

②しばらく保健室で安静に休ませ、経過を観察します。 

その後も身体症状がよくならない場合は、担任または養護教諭より保護者の方に連絡をとり、

保護者の方にお迎えに来ていただいて、一緒に下校します。 

※保健室は特別教室の一つで、医療機関ではありません。したがって病院のように内服薬の投

与をはじめとする医療行為はできませんので、ご承知おきください。 

お子さまの健康面で、何か気になることがありましたら、養護教諭または担任まで気軽にご相

談ください。一緒に考えていきたいと思います。 

   災害共済給付制度（日本スポーツ振興センター） 

日本スポーツ振興センター（以下センター）の災害共済給付制度は、学校の管理下における児

童生徒等の災害について災害共済給付を行うことを目的とするものです。 

センターに加入すれば、学校管理下でのけがで医療費がかかった場合、自己負担額と治療費の

一部が支給されます。 

吹田市ではすべての児童生徒がセンターへ加入することを原則としています。加入にかかる掛

金は保護者と吹田市が等分して負担します。 

 

欠席および遅刻・早退の際の連絡方法 

病気や家の都合で欠席および遅刻・早退する場合は、必ず学校に連絡してください。 

早退の際には保護者の方のお迎えをお願いしています。安全上、児童だけで下校させることはで

きませんのでご理解ください。 

連絡の際には、できるだけさくら連絡網のアプリをご活用ください。 



緊急の際の優先順位で 

ご記入ください。 

番号順に連絡をとります。 

裏面に自宅から学校までの経路を

赤色のペンでご記入ください。 

また、次のような場合は欠席扱いになりません。 

①学校感染症にかかったとき（出席停止） 

  第１種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 

     マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、 

     中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ 

  第２種 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、百日咳、麻疹（はしか）、流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ）、風疹、水ぼうそう、咽頭結膜熱（プール熱）、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 

  第３種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、細菌性赤痢、 

腸チフス、パラチフス 

  ※病気が治り、医師の許可が出たら登校できます。診断書や登校許可証は不要です。 

②臨時休業（学級閉鎖）になったとき 

感染症予防上必要がある場合に行います。（４日程度） 

③親族の忌引 

   父母…１０日以内    祖父母…５日以内   曽祖父母…３日以内 

   兄弟姉妹…５日以内  伯叔父母…３日以内  従兄弟姉妹…１日以内 

    なお、遠隔地に行く必要のある場合は、往復日数をこれに加算することができます。 

 

安全カード 

このカードは、お子さまに何かあったとき、適切な対応ができるよう学校に保管しておくもので

す。これに、かかりつけの病院や緊急時の連絡先、健康状態などについてご記入いただきます。安

全カードは学校で厳重に保管し、プライバシーの保護に努めます。 

安全カードは、学校から緊急に医療機関を受診する際に持参しますが、マイナンバーカード（マ

イナ保険証）の代わりになるものではありません。保険診療を受けるためには、マイナンバーカー

ドの原本提示が必要です。 

 

    

 

 

       

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 



【別紙資料】 
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給食室から 

 みんなで楽しいランチタイム 

子どもたちは、給食の時間をとても楽しみにしています。お友だちや先生と一緒に給食を食べ

ることで、友だちの輪が広がったり、今まで食べられなかったものが少し食べられるようになっ

たり、家庭の食事だけでは味わえない楽しみがあります。 

献立には、旬の食材をとり入れたものや、伝統的な行事にまつわる食事などもあり、お昼ごは 

んの役割だけでなく、食文化やバランスの良い食事など、「給食を生きた教材」として多くのこと 

を学びます。 

学校では、苦手なものを無理に食べさせたり、全員に同じ量を食べさせたりすることはありま

せん。食べられる量を食べきる指導をしています。好き嫌いを減らす指導についても、家庭と連

携をとりながら進めていきます。 

毎月、学校給食予定献立表は、吹田市教育委員会保健給食室のホームページに掲載されており、 

きゅうしょくだよりはご家庭に配布しています。お子様とご覧いただき、給食や食に関すること

を話題にしてみてはいかがでしょうか。そして、給食に関心を持ち、一日も早く給食に慣れ、楽

しみな時間になってくれることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜きゅうしょくのおしらせ＞ 

 当日のメニュー紹介や食材に関す

る話など、給食にまつわるものを題

材にした「きゅうしょくのおしらせ」

を教室に掲示し、食育に活用してい

ます。 

＜学校給食予定献立表＞ 

 一ヶ月の予定献立と分量（中学年の量を記載）をお知らせしています。（低学年は記載量の 90％量になります） 

 裏面には、アレルギーの対応に関するお知らせ・献立紹介などを掲載しています。 



 給食の内容 

献立は１ヶ月毎に栄養教職員が原案を作成し、献立作成会議で決定しています。主食・副食・ 

牛乳がそろった完全給食で吹田市内統一献立になっています。 

①学校給食摂取基準をみたすこと②食品衛生上安全であること③児童の嗜好、献立の変化、薄

味で素材の味を大切にすること④多種類の食材、旬の材料、日本の伝統的な食品も取り入れるこ

と、⑤野菜、肉類はすべて国産のもので、可能な範囲で有機野菜も使用すること、の５つを心が

けています。 

全ての学校が、校内にある調理場で調理しています。 

     米飯は週４回で、自校炊飯です。白飯のほか、季節の食材を使った炊き込みご飯やピラフなど

も献立に取り入れています。 

 パンは１０種類程度あります。無漂白の小麦粉を使用しており、糖分や脂肪分を控えたものが

基本です。 

     牛乳は、ストローレス紙パック入りの牛乳を使用しています。 

     栄養について、学校給食摂取基準をもとに、家庭の食事で不足しがちな栄養量を補えるように

考えています。 

 給食費 

低・中・高の三段階です。学年によりパンの大きさや米飯・おかずの量が異なるためです。 

 食物アレルギーの対応について 

学校給食は教育の一環として実施していますが、医療的配慮のひとつとして全市統一で以下の 

  対応をしています。 

・卵、乳、小麦の一部の除去食  ＊代替食調理の対応はしていません 

・欠食（主食・副食・給食全般） 

・加工食品の原材料配合表、食物アレルギー確認用予定献立表の配付 

安全な食物アレルギーの対応を実現するため、除去食・欠食などは医師の診断に基づいたもの

を基本としています。ただし、学校給食の対応は文部科学省の指針に基づき実施しており、必ず

しもご家庭と同じ対応ができるとは限りませんので、ご了承ください。 

対応を希望する場合は、学校から所定の書類一式をお渡しして、対応の説明をします。所定の

書類一式のご提出がなければ、対応できません。 

   食物アレルギーがある場合は、入学前に余裕をもってできるだけ早く学校へご連絡ください。 

  ＊吹田市では「そば・ピーナッツ・えび・かに・アーモンド・カシューナッツ・くるみ・いくら・あわ

び・キウイフルーツ・バナナ・マカダミアナッツ・やまいも」の 13 品目は、そのものでの提供や加工

品に含まれることはありません。さらに、みかん・ポンカンを除く生の果物・野菜・魚介類を提供する

ことはありません。これらの食物アレルギーをお持ちの場合は、給食の配慮に関しての書類一式の提出

は不要です。ただし、学校生活において把握が必要となることもありますので「安全カード」に必ずご

記入いただき、別途ご相談ください。 

また、提供しないもの以外の食物アレルギーをお持ちで配慮が必要な場合は、必ずお申し出下さい。 

 

 

 

 

＜おねがい＞家庭での食事について 

・家族で楽しく食べる機会を増やしましょう。 

・朝食はきちんと食べましょう。 

・野菜をしっかり食べましょう。 

・食べず嫌いの子どもが増えています。いろいろな食品を使いましょう。 


